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平成 30年度 第 4回法学部教授会議事録要旨 

 

日 時：2018年 7月 11日（水）16：15～18：00 

場 所：板橋校舎 二号館 2階 2－0220会議室 

構成員：34名（定足数17名） 

出席者：32名（定足数充足）  

欠席者：2名  

議 長：法学部長 

 

Ⅰ．議案の審議  

 審議に先立ち、法学部長より、第 3回法学部教授会議事録についての内容確認が行われ、

確定した。 

 

１．前期試験実施に関する件 

法学部長の指名を受け、各学科主任より提案があり、事実認定教員候補について承認さ

れた。 

 

２．2019年度専門演習科目受け入れに関する件 

法学部長より、資料に基づき提案があり、承認された。 

 

３．2019年度学科目編成に関する件 

法学部長の指名を受け、各学科主任より資料に基づき説明があり、現時点での 2019年度

学科目編成案が承認された。 

 

４．大東文化大学大学院法務研究科（法科大学院）廃止に至るまでの間の教員の責任授業

回数等の勤務に関する規則に係る報告に関する件  

 法学部長の指名を受け、法律学科主任より担当可能科目について昨年と同様とする、政

治学科主任より受け入れはしない旨の提案があり、提案は承認された。 

 

５．インターンシップ実施に関する件 

 法学部長より、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

６．法政学会会計報告に関する件 

  法学部長より、資料に基づき説明があった。説明の後、意見等を要請したが、意見等は

無く、資料のとおり承認された。教授会としての承認を得たことにより、学長へ報告する

ことが確認された。 

 

７. 2018年度全学プロジェクト事業採択に伴う事業実施に関する件  
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 法学部長より、資料に基づき説明があった。説明の後、意見等を要請したが、意見等は

無く、資料のとおり承認された。 

 

８. 副専攻教職課程に関する件 

 法学部長の指名を受け、各学科主任より提案あった。法学部長より、意見、質問等を要

請し、副専攻の社会、地理、歴史、公民について全て許可するのかとの質問が表明され、

本人が望むのであれば許可するとの回答があった。各条件は承認された。 

 

９. 「東松山担当主任に関する申し合わせ」に関する件 

 法学部長の指名を受け、提案者である政治学科主任より、資料に基づき説明があった。

法学部長より、質問、意見等を要請し、法律学科主任より法律学科協議会で表明された意

見が紹介された。また、その他の意見が表明された。表明された意見と提案を執行部で預

かり、次回、再提案する提案があり、承認された。 

 

10. 大東文化大学東洋研究所規程の改正（案）に関する件 

法学部長より、議案 9の前に議案 10、11を審議する旨の説明の後、資料に基づき説明が

あった。意見・質問を要請したが、意見等は無く、改正（案）は承認された。 

 

11. 大東文化大学語学教育研究所規程の改正（案）に関する件 

 法学部長より、資料に基づき説明があった。説明の後、意見・質問を要請したが、意見

等は無く、改正（案）は承認された。 

 

12. その他 

    

Ⅱ. 報告事項 

１. 諸会議報告 

 法学部長より、資料に基づき、報告があった。 

 

２．東松山キャンパス運営委員会報告 

 法学部長の指名を受け、東松山担当主任より、資料に基づき説明があった。説明の後、「４．

その他」に記載の要望書作成について表明された質問に回答があった。 

 

３. 2018年度自己点検・評価報告シートの提出について 

 法学部長より、資料に基づき、2018 年度自己点検・評価シート（草案）の確認依頼が届

き、資料のとおり修正し、提出した旨の報告があり、事後承認された。 

 

４. 法律学科講演会報告 

 法学部長の指名を受け、法律学科准教授より、6 月 19 日（火）、26 日（火）に東松山校
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舎において 2年生、1年生向け講演会開催について報告があった。 

 

５. 政治学科講演会報告 

 法学部長の指名を受けて、政治学科主任より、6月 15日（金）、講演会開催について報告

があった。 

 

６．「学生リーダー育成プログラム」への学生推薦について 

 法学部長より、法律学科において再募集をしたが推薦者は無く、前回の法学部教授会で

承認された参加者名簿を提出した旨の報告があった。 

 

７．第 19回英語スピーチコンテストについて 

 法学部長より、資料に基づき説明があり、学生への周知をするよう要請があった。 

 

８．2018年度各種委員会委員の選出について 

 法学部長より、資料のとおり報告があった。 

 

９．非常勤講師の「期間の定めのない労働契約の転換等」に関する見直しについて 

法学部長より、資料に基づき、報告があった。 

 

10. 大東文化大学入学試験問題取扱い要領の改正（案）について 

 法学部長より、資料のとおり要領が修正された旨の報告があった。 

 

11. 2019年度全学プロジェクト予算（学長予算）にかかる基本方針の公表及び 

公募採択事業の募集について 

法学部長より、資料に基づき説明があった。各学科主任において調整し、申請書類は 9

月 4 日（火）までに法学部事務室へ提出するよう要請され、法学部教授会において承認を

得たうえで、申請する旨の提案があり、承認された。 

 

12. 国際比較政治研究所研究班編成表について 

法学部長の指名を受け、国際比較政治研究所長より資料に基づき、所属変更となった研

究員について、報告があった。 

 

13. キャリアセンターからの報告について 

法学部長より、資料に基づき説明があった。 

 

14. 入学センターからの報告について 

法学部長の指名を受け、各学科主任より報告があった。法律学科の懸案事項以外につい

て、承認された。 
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15. 教職課程センターからの報告について 

法学部長より、資料に基づき、新教職課程施行（2019 年度）に伴う旧課程からの移行措

置について、説明があり、教職課程センターからの移行措置内容について、協力依頼があ

った。 

 

16. 沖縄国際大学との単位互換制度に係る学生の受入れ・派遣について 

法学部長より、資料に基づき、説明があった。法学部長の指名を受け、各学科主任より

受入れ体制が整っていないため、来年時の受入れは見送る旨の報告があった。表明された

意見を報告することが、承認された。 

 

17. 語学系部会報告について 

法学部長より、資料に基づき、グローバル（英語）副専攻科目設置に関する提案につい

て、説明があった。意見等は 7月 14日（土）までに、法学部長まで寄せるよう要請があり、

集約して提出することが確認された。 

 

18. 大東文化大学学則について 

法学部長より、資料に基づき学則改正案である休業日について、説明があった。 

 

19. 学校法人大東文化学園職員研究教育活動顕彰規程の制定について 

法学部長より、資料に基づき説明があった。 

 

20. 大東文化大学スポーツ・健康科学部特任助手の任用に関する規程の改正（案） 

について 

法学部長より、資料に基づき説明があった。 

 

21. 安全互助会決算報告に係る法学部意見について 

法学部長より、前回の法学部教授会において出された意見の回答について、資料に基づ

き説明があった。 

 

22. 2019年度科学研究費助成事業への申請について 

法学部長より、資料に基づき説明があった。 

 

23 大東文化大学における学術研究推進について 

法学部長より、資料に基づき説明があった。また、大東文化大学における学術研究の推

進に係るアンケート調査について、協力要請があった。 

 

24. 平成 30年度私立大学研究ブランディング事業について 
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法学部長より、資料に基づき、平成 30年度私立大学研究ブランディング事業計画書を提

出した旨の報告があった。 

 

25. Daito BASIS部会報告について 

法学部長より、資料に基づき、報告があった。英語Ａ・Ｂについて推奨科目として指定

できるかどうか、再度確認をしたい旨の説明があり、法学部として推奨する科目は無いと、

回答することが確認された。 

 

26. 2018年度社会連携・社会貢献活動に関する実態調査について 

法学部長より、資料に基づき、実態調査依頼について説明があった該当がある場合は、7

月 17日を締め切りとして、法学部事務室宛て提出するよう要請があった。回答は取り纏め、

7月 25日までに地域連携センターに提出することが、確認された。 

 

27. 緑山キャンパスの整備検討について 

法学部長より、資料に基づき、説明があった。意見、質問等を要請したが、意見等は無

かった。 

 

28. その他 

法学部長より、第 3 回大東文化大学 TOKYO 2020 キックオフイベントについて、ならび

に板橋校舎シャトルバス優先乗車について、報告があった。 

 法学部長の指名を受け、法学部事務室事務長より、夏期休暇中の出校に伴う出勤簿につ

いて、夏季休暇および一斉期間中の事務職員等の勤務体制について、停電についての説明

があった。また、専門嘱託職員の人事異動について、報告があった。 

 

Ⅲ. 学籍・兼業・回収資料 

１. 学籍異動に関する件 

 法学部長より 7 月末日までの学籍異動、学費未納に関わる除籍について、学部長一任に

おいて扱うことが提案され、承認された。  

  

２．法学部専任教育職員の兼業に関する件 

 法学部長より、資料に基づき説明があり、兼業について承認された。 

 

３．9月卒業に関する件 

 法学部長より資料に基づき報告があり、9月卒業予定者が承認された。なお、卒業判定に

つては、学部長に一任することが提案され、承認された。 

 

４. 奨学金留学に関する件 

 法学部長より、資料に基づき合格者の報告の後、意見、質問等を要請したが意見等は無
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く、承認された。 

 

５．海外渡航に関する件 

 法学部長より、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

６．2018（平成 30年）年度スポーツ奨学生の補充認定に関する件 

法学部長より、資料に基づき、6 月 28 日開催のスポーツ振興センター運営委員会におい

て、スポーツ奨学生補充候補者として承認された旨の説明があり、承認された。 

  

７．2018年度逢甲大学中国語研修参加者および単位認定に関する件 

 法学部長より、2018年度逢甲大学中国語研修参加者について、資料に基づき説明があり、

承認された。単位認定については、研修後に改めて法律学科で検討することが提案され、

承認された。 

 

８．その他 

 

以上で全ての審議が終了したので、法学部長は閉会を宣した。 


